
 
 

 

一 

商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
三
節
ノ
二 

新
株
ノ
発
行 

 

目
次
中
「
第
三
節
ノ
二 

新
株
ノ
発
行
」
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
三
節
ノ
三 

取
締
役
又
ハ
使
用
人
ニ
対
ス
ル
新
株
ノ
引
受
権
ノ
付
与
」 

改
め
る
。 

 

第
百
七
十
五
条
第
二
項
第
四
号
ノ
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四
ノ
三 

取
締
役
又
ハ
使
用
人
ニ
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
与
フ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定 

 

第
二
百
十
条
ノ
二
第
一
項
中
「
使
用
人
」
を
「
取
締
役
又
ハ
使
用
人
」
に
、
「
百
分
ノ
三
」
を
「
十
分
ノ
一
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
使
用
人
」
を
「
取
締
役
又
ハ
使
用
人
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

特
定
ノ
取
締
役
又
ハ
使
用
人
ニ
対
シ
予
メ
定
メ
タ
ル
価
額
ヲ
以
テ
会
社
ヨ
リ
其
ノ
株
式
ヲ
自
己
ニ
譲
渡
ス
ベ
キ
旨
ヲ
請

求
ス
ル
権
利
ヲ
与
フ
ル
契
約
ニ
基
キ
株
式
ヲ
譲
渡
ス
為
ニ
買
受
ク
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
取
締
役
又
ハ
使
用
人
ノ
氏
名
、
其
ノ
者

ニ
譲
渡
ス
ベ
キ
株
式
ノ
種
類
、
数
及
譲
渡
ノ
価
額
並
ニ
其
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
期
間
並
ニ
其
ノ
権
利
ノ
行

使
ニ
付
テ
ノ
条
件 



 

 
 

 

二 

 
第
二
百
十
条
ノ
二
第
三
項
中
「
百
分
ノ
三
」
を
「
十
分
ノ
一
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
十
条
ノ
二
第
八
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

但
シ
株
式
ノ
買
取
ヲ
公
告
シ
テ
為
ス
取
引
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ 

 

第
二
百
十
条
ノ
二
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

第
二
項
第
三
号
ノ
期
間
ノ
終
期
ハ
同
項
ノ
決
議
ノ
日
ヨ
リ
十
年
ヲ
経
過
ス
ル
日
後
ノ
日
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ 

 

第
二
項
第
三
号
ニ
定
ム
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
同
項
ノ
決
議
ハ
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其

 

ノ
決
議
ニ
係
ル
新
株
ノ
引
受
権
ニ
シ
テ
未
ダ
行
使
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ 

 

第
二
百
十
条
ノ
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

第
二
項
第
三
号
ニ
定
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
取
締
役
又
ハ
使
用
人
ニ
同
号
ノ
権
利
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
期
間
ハ
同
項
第
一
号

 

ニ
定
ム
ル
時
迄
ト
ス 

 

第
二
百
十
一
条
中
「
六
月
内
ニ
使
用
人
ニ
株
式
ヲ
譲
渡
ス
」
を
「
六
月
内
（
同
条
第
二
項
第
三
号
ニ
定
ム
ル
場
合
ニ
在
リ
テ

ハ
同
号
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
期
間
内
）
ニ
取
締
役
又
ハ
使
用
人
ニ
譲
渡
サ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
相
当
ノ
時
期
ニ
株
式

ノ
処
分
ヲ
為
ス
」
に
改
め
る
。 



 
 

 

三 

 
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
二
項
中
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
各
号
」
を
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
第
一
号
及
第
二
号
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
四
項
乃
至
第
八
項
」
を
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
六
項
乃
至
第
十
項
」
に
改
め
、

同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。 

 

第
二
編
第
四
章
第
三
節
ノ
二
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
三
節
ノ
三 
取
締
役
又
ハ
使
用
人
ニ
対
ス
ル
新
株
ノ
引
受
権
ノ
付
与 

第
二
百
八
十
条
ノ
十
九 

会
社
ハ
定
款
ニ
定
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
正
当
ノ
理
由
ア
ル
ト
キ
ハ
取
締
役
又
ハ
使
用
人
ニ
新
株
ノ
引
受

権
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得 

 

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
定
款
ニ
之
ニ
関
ス
ル
定
ア
ル
ト
キ
ト
雖
モ
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
与
フ
ベ
キ
取
締
役
又
ハ
使
用
人
ノ
氏

 

名
、
其
ノ
者
ニ
与
フ
ベ
キ
新
株
ノ
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
数
及
発
行
価
額
並
ニ
新
株
ノ
引

 

受
権
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
期
間
並
ニ
新
株
ノ
引
受
権
ノ
行
使
ニ
付
テ
ノ
条
件
ニ
付
第
三
百
四
十
三
条
ニ
定
ム
ル
決
議

 

ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス 

 

前
項
ノ
決
議
ニ
依
リ
定
ム
ル
新
株
ノ
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
総
数
ハ
其
ノ
決
議
ヨ
リ
前
ノ
同
項
ノ
決
議
ニ
依
リ
定
メ
タ

 

ル
新
株
ノ
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ニ
シ
テ
未
ダ
発
行
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
数
ト
併
セ
テ
発
行
済
株
式
ノ
総
数
ノ
十
分
ノ
一
ヲ



 

 
 

 

四 

 
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ 

 

第
二
項
ノ
期
間
ノ
終
期
ハ
同
項
ノ
決
議
ノ
日
ヨ
リ
十
年
ヲ
経
過
ス
ル
日
後
ノ
日
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ 

 

第
二
項
ノ
決
議
ハ
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
第
三
号
ニ
定
ム
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
同
項
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
決

 

議
ニ
係
ル
譲
渡
ス
ベ
キ
株
式
ニ
シ
テ
未
ダ
取
締
役
又
ハ
使
用
人
ニ
譲
渡
サ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ 

 

第
二
項
ノ
決
議
ハ
決
議
後
一
年
内
ニ
与
フ
ル
新
株
ノ
引
受
権
ニ
付
テ
ノ
ミ
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス 

 

第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
後
段
及
第
八
項
前
段
ノ
規
定
ハ
第
二
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

第
二
百
八
十
条
ノ
二
十 

新
株
ノ
引
受
権
ハ
之
ヲ
譲
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ 

第
二
百
八
十
条
ノ
二
十
一 

第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
ノ
決
議
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
ニ
於
テ
ハ
二
週
間
、

 

支
店
ノ
所
在
地
ニ
於
テ
ハ
三
週
間
内
ニ
新
株
ノ
引
受
権
ノ
行
使
ニ
因
リ
発
行
ス
ベ
キ
株
式
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス 

 

前
項
ノ
登
記
ニ
在
リ
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス 

 

一 

新
株
ノ
引
受
権
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
数
及
発
行
価
額 

 

二 

新
株
ノ
引
受
権
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
期
間 

 

第
六
十
七
条
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
登
記
ニ
之
ヲ
準
用
ス 



 
 

 

五 

第
二
百
八
十
条
ノ
二
十
二 

新
株
ノ
引
受
権
ヲ
行
使
ス
ル
者
ハ
請
求
書
ヲ
会
社
ニ
提
出
シ
且
新
株
ノ
発
行
価
額
ノ
全
額
ノ
払
込

 

ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス 

 

前
項
ノ
払
込
ハ
会
社
ガ
払
込
ヲ
取
扱
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
シ
テ
定
メ
タ
ル
銀
行
又
ハ
信
託
会
社
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス 

 

第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
行
使
シ
タ
ル
者
ハ
同
項
ノ
払
込
ノ
時
ニ
株
主
ト
ナ
ル 

 

第
百
七
十
五
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
請
求
書
ニ
、
第
百
八
十
九
条
ノ
規
定
ハ
第
二
項
ノ
払
込
ヲ
取
扱
フ
銀
行
又
ハ
信

 

託
会
社
ニ
、
第
二
百
二
十
二
条
ノ
二
第
三
項
ノ
規
定
ハ
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
ノ
決
議
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
、
第
二

 

百
二
十
二
条
ノ
七
及
第
三
百
四
十
一
条
ノ
六
ノ
規
定
ハ
新
株
ノ
引
受
権
ノ
行
使
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
、
第
二
百
八
十
条
ノ
二
第

 

一
項
第
四
号
ノ
規
定
ハ
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
与
フ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

 

第
四
百
十
四
条
第
二
項
中
「
転
換
社
債
又
ハ
新
株
引
受
権
付
社
債
」
を
「
転
換
社
債
、
新
株
引
受
権
付
社
債
又
ハ
第
二
百
八

十
条
ノ
十
九
第
一
項
ノ
新
株
ノ
引
受
権
ニ
係
ル
義
務
」
に
、
「
又
ハ
新
株
引
受
権
付
社
債
ノ
登
記
」
を
「
、
新
株
引
受
権
付
社

債
ノ
登
記
又
ハ
同
条
第
一
項
ノ
新
株
ノ
引
受
権
ノ
行
使
ニ
因
リ
発
行
ス
ベ
キ
株
式
ノ
登
記
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
百
九
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
ノ
二
中
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
七
項
」
を
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 



 

 
 

 

六 

 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

目
次
の
改
正
規
定
、
第
百
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
二
編
第
四
章
第
三
節
ノ
二
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
及

び
第
四
百
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定 

平
成
九
年
十
月
一
日 

 

二 

附
則
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定 

平
成
十
年
四
月
一
日 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
定
時
総
会
の
招
集
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
定
時
総
会
の
決
議
に
係
る
自

己
の
株
式
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の

法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
有
限
会
社
法
の
一
部
改
正
） 



 
 

 

七 

第
四
条 

有
限
会
社
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
第
四
項
中
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
前
段
第
六
項
前
段
」
を
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項
前
段
第
八
項
前

 

段
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
四
項
」
を
「
第
二
百
十
条
ノ
二
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
証
券
取
引
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
一
項
中
「
商
法
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
又
は
」
を
「
商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
第
二
項

 

又
は
同
法
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
株
式
の
消
却
の
た
め
の
」
を
削
る
。 

 

（
商
業
登
記
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
十
二
条
の
二
第
二
号
中
「
前
条
第
四
号
」
を
「
第
八
十
二
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十
二
条
の
三
と
し
、

 

第
八
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
取
締
役
等
に
与
え
ら
れ
た
新
株
の
引
受
権
の
行
使
に
よ
る
変
更
の
登
記
） 

 

第
八
十
二
条
の
二 

商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
一
項
の
新
株
の
引
受
権
の
行
使
に
よ
る
変
更
の
登
記
の
申
請
書
に
は
、



 

 
 

 

八 

 
 

次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
二
十
二
第
一
項
の
請
求
書
の
提
出
を
証
す
る
書
面 

 
 

二 
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面 

 

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
第
十
九
号

チ
中
「
若
し
く
は
新
株
引
受
権
付
社
債
」
を
「
、
新
株
引
受
権
付
社
債
若
し
く
は
新
株
の
引
受
権

の
行
使
に
よ
り
発
行
す
べ
き
株
式
」
に
改
め
る
。 

 

（
特
定
新
規
事
業
実
施
円
滑
化
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

特
定
新
規
事
業
実
施
円
滑
化
臨
時
措
置
法
（
平
成
元
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
新
株
発
行
」
を
「
新
株
の
引
受
権
の
付
与
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
前
段
中
「
特
に
有
利
な
発
行

 

価
額
で
新
株
を
発
行
す
る
に
は
、
そ
の
新
株
の
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
第

 

三
百
四
十
三
条
に
定
め
る
決
議
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
新
株
の
引
受
権

 

を
与
え
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
十
分
ノ
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
ノ 



 
 

 

九 

 
一
」
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
後
段
及
び
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
決
議
」
を
「
規
定
」
に
、
「
す
る
場
合
で
あ
っ

 

て
、
そ
の
定
款
に
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
新
株
の
発
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
す
る
こ
と

 

が
で
き
る
」
を
「
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
の
決
議
を
す
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

 

か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。 

 
 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 
削
除 

 
 

第
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
四
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
を
削
る
。 

 

（
特
定
新
規
事
業
実
施
円
滑
化
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
九
条 

前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
特
定
新
規
事
業
実
施
円
滑
化
臨
時
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
事
業
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
新
規
事
業
法
第
八
条
の
新
株
発
行
の
特



 

 
 

 

一
〇 

例
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
認
定
を
受
け
た
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
新
規
事
業
法
第
八

条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
（
第
一
項
第
四
号
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定

の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
新
規
事
業
法
第
八
条
第
一
項
の
決
議
は
、
商
法
第
二
百
十
条
ノ
二

第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
決
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
決
議
に
係
る
譲
り
渡
す
べ
き
株
式

で
あ
っ
て
取
締
役
又
は
使
用
人
に
譲
り
渡
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
第
五
項
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
新
規
事
業
法
第
八
条
第
一
項

及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
新
規
事
業
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
第

五
項
中
「
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
決
議
ニ
係
ル
新
株
ノ
引
受
権
ニ
シ
テ
未
ダ
行

使
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
決
議
ニ
係
ル
新
株

ノ
引
受
権
ニ
シ
テ
未
ダ
行
使
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
又
ハ
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第

八
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
前
ノ
特
定
新
規
事
業
実
施
円
滑
化
臨
時
措
置
法
第
八
条
第
一
項
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其

ノ
決
議
ニ
係
ル
新
株
ニ
シ
テ
未
ダ
発
行
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
」
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
新
規
事
業
法
第
八
条
第
一
項



 
 

 

一
一 

中
「
十
分
ノ
一
」
と
あ
る
の
は
「
ト
併
セ
テ
発
行
済
株
式
ノ
総
数
ノ
十
分
ノ
一
」
と
、
「
三
分
ノ
一
」
と
あ
る
の
は
「
及
商

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
八
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
前
ノ
特
定
新
規
事
業
実
施

円
滑
化
臨
時
措
置
法
第
八
条
第
一
項
ノ
決
議
ニ
係
ル
新
株
ニ
シ
テ
未
ダ
発
行
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
数
ト
併
セ
テ
発
行
済
株
式
ノ

総
数
ノ
三
分
ノ
一
」
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
新
規
事
業
法
第
八
条
第
三
項
中
「
と
合
わ
せ
て
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
の
決
議
に
よ
り
定
め
た
新
株
の
引
受
権
の
目
的
た
る
株
式
で
あ
っ
て
発
行
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
数
と
合
わ
せ
て
」
と
す
る
。 

 

（
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
新
株
発
行
に
係
る
株
主
総
会
決
議
」
を
「
新
株
の
引
受
権
の
付
与
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
前
段

中
「
特
に
有
利
な
発
行
価
額
で
新
株
を
発
行
す
る
に
は
、
そ
の
新
株
の
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
」
を
削
り
、
「
第
三
百
四
十
三
条
に
定
め
る
決
議
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
一
項
に
規

定
す
る
新
株
の
引
受
権
を
与
え
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
十
分
ノ
一
」
と
あ

る
の
は
、
「
五
分
ノ
一
」
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
後
段
及
び
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
決
議
」
を
「
規
定
」
に
、



 

 
 

 

一
二 

「
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
款
に
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
新
株
の
発
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
の
あ
る
場
合

に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
の
決
議
を
す
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。 

 
 

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
を
削
る
。 

 

（
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
一
条 

前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
信
・
放
送

開
発
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定
又
は
第
五
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
実
施
計
画
（
前
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
通
信
・
放
送
開
発
法
第
八
条
の
新
株
発
行
に
係
る
株
主
総
会
決
議
の
特
例
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る

通
信
・
放
送
新
規
事
業
を
実
施
す
る
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
通
信
・
放
送
開
発
法
第
八
条



 
 

 

一
三 

か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
四
条
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
の
施
行
後
も
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
通
信
・
放
送
開
発
法
第
八
条
第
一
項
の
決
議
は
、
商
法
第
二
百
十

条
ノ
二
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
決
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
決
議
に
係
る
譲
り
渡
す
べ

き
株
式
で
あ
っ
て
取
締
役
又
は
使
用
人
に
譲
り
渡
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
商
法
第
二
百
十
条
ノ
二
第
五
項
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
通
信
・
放
送
開
発
法
第
八
条

第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
通
信
・
放
送
開
発
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
商
法
第
二

百
十
条
ノ
二
第
五
項
中
「
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
決
議
ニ
係
ル
新
株
ノ
引
受
権

ニ
シ
テ
未
ダ
行
使
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
決

議
ニ
係
ル
新
株
ノ
引
受
権
ニ
シ
テ
未
ダ
行
使
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
又
ハ
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 

 

号
）
附
則
第
十
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正
前
ノ
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
第
八
条
第
一
項
ノ
決
議
ア
リ
タ

ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
決
議
ニ
係
ル
新
株
ニ
シ
テ
未
ダ
発
行
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
」
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
通
信
・
放

送
開
発
法
第
八
条
第
一
項
中
「
十
分
ノ
一
」
と
あ
る
の
は
「
ト
併
セ
テ
発
行
済
株
式
ノ
総
数
ノ
十
分
ノ
一
」
と
、
「
五
分
ノ



 

 
 

 

一
四 

一
」
と
あ
る
の
は
「
及
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
十
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
正

前
ノ
特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
第
八
条
第
一
項
ノ
決
議
ニ
係
ル
新
株
ニ
シ
テ
未
ダ
発
行
サ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ノ

数
ト
併
セ
テ
発
行
済
株
式
ノ
総
数
ノ
五
分
ノ
一
」
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
通
信
・
放
送
開
発
法
第
八
条
第
三
項

中
「
と
合
わ
せ
て
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
九
第
二
項
の
決
議
に
よ
り
定
め
た
新
株
の
引
受
権
の
目

的
た
る
株
式
で
あ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
数
と
合
わ
せ
て
」
と
す
る
。 



 
 

 

一
五 

理 

由 

 

会
社
を
め
ぐ
る
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
制
度
の
整
備
を
図
る
た
め
、
株

式
会
社
に
つ
い
て
、
新
た
に
取
締
役
に
譲
渡
す
る
た
め
の
自
己
株
式
の
取
得
及
び
取
締
役
又
は
使
用
人
に
対
す
る
新
株
の
引
受

権
の
付
与
を
認
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


